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夏の交通安全運動及び飲酒運転追放県民運動強調期間の実施について

本年５月末の全県における交通事故発生状況は、事故死者数が８人（前年比－５人）、

事故発生件数453件（前年比－85件）、負傷者数は542人（前年比―88人）で、昨年と比較

するといずれも減少したものの、依然として多くの人が犠牲になっているなど大変厳しい

事態となっております。その特徴は相変わらず、高齢者や子供の事故が多発している状況

にあります。

県内における安全運転管理者選任事業所の従業員による交通事故発生状況は、事故死者

数が１人（前年比＋１人）と増加しましたが、発生件数は110件（前年比－12件）、負傷者

数126人（前年比－22人）と減少になっております。

また、５月末の秋田中央地区の安全運転管理者選任事業所の交通事故発生状況は、死者

数が０人（前年比±０人）、発生件数43件（前年比－３件）、負傷者数50人（前年比－４人）

となっております。

事故原因の多くは前方動静不注視、ハンドル操作不適などの「うっかり・ぼんやり運転」

で、その他は一時不停止、歩行者妨害、安全不確認等で、安管選任事業所発生事故110件

のうち仕事中の事故が31件、通勤中42件と合計73件が業務中の事故となっております。

事故発生件数は減少しているものの、全事故件数のうち安管選任事業所の事故が占める

比率は24.3％と高く、秋田中央地区の安管選任事業所では39.1％と極めて高い比率となっ

ております。

これから、夏の行楽期やお盆の帰省を控え、夜間の外出の機会も増えて開放感や疲労等

から飛び出しや飲酒運転、過労運転からの交通事故の発生が懸念されます。

本年は、昨年と同様７月11日から７月20日までの10日間、「夏の交通安全運動」が実施

されるほか、８月中は「飲酒運転追放県民運動強調期間」となっております。

事業主、安管者、副安管者の皆様には、下半期に向け、さらなるリーダーシップの発揮

により交通事故防止活動を積極的に推進し、職場の仲間から交通違反や交通事故の当事者

を出さないように一層の働きかけをお願いいたします。

記

１ 期間

令和４年７月11日（月）から７月20日（水）までの10日間



２ 運動の基本

『子どもと高齢者の交通事故防止』（高齢運転者の事故防止を含む）

～ 歩行者ファースト意識の浸透 ～

３ 運動の重点

⑴ 飲酒運転等の危険運転の防止

⑵ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用

の徹底

⑶ 自転車の安全利用の促進

⑷ 横断歩行者の交通事故防止（特に、横断歩道における歩行者優先の徹底）

４ 運動の進め方

⑴ 子どもと高齢者に対する思いやりのある運転の促進

本年の上半期の交通死亡事故は、昨年と比較して減少しているものの死傷者の多く

は依然として高齢者が占め、歩行中の子供が被害に遭う事故も発生しております。

特に横断歩行中の高齢者をはねた場合は負傷の程度も大きくなることから「歩行者

ファースト」を基本として高齢歩行者・電動車いす利用者・高齢自転車利用者に対し

ては細心の注意を払うことや、高齢運転者標識を表示している自動車に対する保護・

誘導の徹底等の指導とともに、周囲の高齢者には夕暮れ・夜間の歩行には反射材利用

の助言をお願いします。

また、夏休み中も幼児・児童が多く利用する施設付近の通行に際しても同様に優し

い思いやりのある運転をお願いします。

⑵ 飲酒運転等の危険運転の防止

飲酒運転は犯罪ですが未だ検挙される人が後を絶ちません。本年は安管選任事業所

の運転者による酒酔い運転逮捕事案は発生していませんが、全県では飲酒運転で93件

の検挙があり飲酒に絡む交通事故も４件発生しています。

飲酒運転の危険性、本人・家族・職場に及ぼす影響の重大性と飲酒運転の罰則・行

政処分の内容等を周知して飲酒運転防止意識の向上を図ってください。

今年４月から安全運転管理者の新たな業務として車両運行前後の酒気帯び確認が加

わりました。飲酒運転根絶に向けた職場、地域、家庭等における飲酒運転を絶対に許

さない環境作り、ハンドルキーパー運動の促進、点呼時におけるアルコール検知器の

使用等、飲酒運転根絶に向けた強力な取り組みをお願いします。

また、車で来訪する運転者への酒類提供等の禁止を徹底する指導もお願いします。

⑶ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用

の徹底

協会では、毎年、会員事業所10社を選考し、シートベルト着用推進モデル事業所を

委嘱して運動を推進しております。

運転席の着用は100％に近い着用率ですが、後部座席の着用率はまだまだ低い状況

にあります。

後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの着用とチャイルドシートの正

しい使用方法等の周知徹底をお願いします。

⑷ 自転車の安全利用の促進



昨年８月１日、自転車利用者の交通事故防止等を目的に「秋田県自転車条例（秋田

県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例）」が施行され、事業者（事業所）

にも

〇 事業活動における自転車の安全で適正な利用に係る取組の自主的かつ積極的

な実施

〇 事業活動又は通勤において自転車を利用する従業者に対する啓発・指導

〇 事業活動で利用する自転車の保険等への加入（義務）

等が定められました。

条例の周知とともに自転車の交通ルール・マナー及び自転車の定期的な点検・整備

と反射材の備付等、交通事故防止について指導をお願いします。

⑸ 若年運転者及び高齢運転者の交通事故防止

安管選任事業所における５月末までの交通事故110件に占める24歳以下の運転者に

よる事故は16件1４.5％、29歳以下では24件21.8％になります。

また、65歳以上の高齢運転者による事故は15件13.6％、60歳以上では22件20.0％で、

若年運転者、高齢運転者とも高い比率を占めています。

協会では、若年運転者の交通事故防止対策として新入社員の交通事故防止講習会や

若手社員参加型の街頭交通安全キャンペーンを開催していますので、事業所にあって

は若年運転者の交通マナー・モラルの向上や各種運動の周知徹底のため、今後も積極

的な参加の呼び掛けをお願いします。

例年７月に開催している女性職員対象の体験型交通事故防止講習会について、今年

はシニア職員まで対象を広げて開催する予定ですので、ぜひ受講をご検討ください。

⑹ 横断歩行者の交通事故防止

県警察では「歩行者ファースト運動」を推進しており、協会においても会員10事業

所にシートベルト着用推進モデル事業所と合わせて「歩行者ファースト」推進モデル

事業所を委嘱して運動を推進しております。

運転者に対する横断歩道通過時の安全確認と歩行者優先を徹底する指導をお願いし

ます。

⑺ 安全な運転管理の徹底

事故原因の多くが前方動静不注視、ハンドル操作不適や安全不確認といった「うっ

かり・ぼんやり運転」が大半で、夏場の暑い時期を迎え事故の増加が懸念されます。

安全確認呼称運転や日常点検・車両清掃の励行、健康状態の確認、夜間や長距離運

転にはゆとりのある運行計画を策定するようにお願いします。

５ 地区協会の実施事項

⑴ 第28回「Ｓ・Ｄ１００日運動」の実施について

本年も８月１日～11月８日の１００日間無事故・無違反競争を進めて参ります。

事業所に勤務する運転者の方々が『交通安全は、職場の連帯から！』を合い言葉に

参加者相互が連帯して安全意識の高揚を図るとともに、正しい交通ルールとマナーの

実践を習慣づけることによって、無事故・無違反の輪を広げ、交通事故の絶無を期す

ることを目的にこの運動を実施しております。

昨年は、40事業所から207チーム、1,032人の参加をいただいて実施しました。



会員の皆様には参加者募集の案内通知文（参加申込書）を送付しております。

今年度の申込日を７月１日から７月27日としておりますが、締切日を経過しても数

日であれば調整したいと思いますので積極的な参加をお願いします。

交通安全のつどい（表彰式）は12月９日（金）の開催を予定しておりますが、例年

会場に使用している秋田市文化会館は今年から使用できなくなり、

会場は秋田県児童会館に変更となります

のでご注意ください。

⑵ 女性・シニア職員等対象の体験型交通安全講習会の開催計画について

例年実施している女性職員を対象とした研修会について、今年はシニア職員まで対

象を広げ、

令和４年７月28日（木）午後１時～

旧秋田空港滑走路跡地において

開催することを予定しております。

県警交通機動隊、秋田中央警察署、秋田県自動車ディーラー協会のご協力を得て、

サポカー乗車体験を加えるなど充実した体験型講習会にしたいと考えております。

詳細は、昨年受講された事業所には個別に連絡するほか県協会ホームページに掲載

を依頼しますので、確認をお願いします。

６ 広報活動の推進

夏の交通安全運動を効果的に進めるために、のぼり旗、交通安全旗、立看板等を活用

した事業所ぐるみの広報活動をお願いします。

なお、交通安全のぼり旗等は在庫がありますので必要な事業所はご連絡下さい。

担当 秋田地区事業主交通安全推進協会

秋田中央地区安全運転管理者協会

事務局 小 森 和 彦

TEL 018-896-1922 FAX018-838-1103
E-mail：chuou-ankan@ar.wakwak.com



交通安全だより（夏号） 令和４年７月

夏 の 交 通 安 全 運 動
７／１１（月）～ ７／２０（水）

※ 今年も昨年と同様に、７月11日から20日までの間、夏の交通安全運動が実施されます。

〇 運動の基本
『子供と高齢者の交通事故防止（高齢運転者の事故防止を含む）』

～ 歩行者ファースト意識の浸透 ～

〇 運動の重点
１ 飲酒運転等の危険運転の防止
２ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
３ 自転車の安全利用の促進
４ 横断歩行者の交通事故防止（特に、横断歩道における歩行者優先の徹底）
◇ 夏は暑さのため、ぼんやり運転、居眠り運転 が起きやすくなります。注意しましょう。◇

～ 歩行者に注意！ 横断歩道では止まろう！ ～
〇 昨年の県内の交通事故死者２８人中、歩行中の被害者は１３人で46.4％
を占めます。 うち６５歳以上の高齢者は１２人92.3％で子供の被害者も１人
発生しました。

〇 昨年１年間の交通事故1301件中歩行者妨害を原因とする事故は114件で
今年５月末の事故件数453件中、歩行者妨害を原因とする事故は40件です。

７月はシートベルト・チャイルドシート着用推進運動強調期間です。
～ もしものときに身を守るシートベルトとチャイルドシート ～

〇 「面倒だから」、「自分は事故を起こさないから」、「事故にあってもきっと自分
は大丈夫」等と安易に考えていませんか？
自動車に乗る際には、後部座席でもシートベルトを着用することが法律で義

務づけられています。
〇 事故にあったとき死亡や重症に至る危険を減らすため、シートベルトやチャイ
ルドシートを適切に使いましょう。

８月は飲酒運転追放県民運動強調期間です。
～ 飲酒運転は会社・事業所、そしてあなたの幸せを奪い取る ～

〇 酒酔い運転は５年以下の懲役、１００万円以下の罰金、３年間
の免許取消です。
飲酒運転は運転免許だけではなく、家族や幸せな生活までも失

ってしまいます。
～ 県内の飲酒運転検挙状況 ～

〇 昨年中、県内の飲酒運転による逮捕者は２３人でした。
今年５月末、県内で飲酒運転関係で摘発された人は９１人（昨年比－８人）で、うち秋田市内の人は３７人

（＋４人）が検挙されています。

シートベルト等着用推進運動強調期間

秋田の道路は歩行者ファースト

秋田県飲酒運転追放県民運動

交通安全だより交通安全だより
発 行 秋田地区事業主交通安全推進協会

秋田中央地区安全運転管理者協会
秋 田 中 央 警 察 署

事務局 秋田市卸町3-6-3 秋田卸センター内



〇 １～５月の秋田県内の人身交通事故の実態は

発 生 件 数 ４５３件 前年比 －８５件

死 者 数 ８人 前年比 －５人

負 傷 者 数 ５４２人 前年比 －８８人

・ 死者数、発生件数、負傷者数とも大幅に減少した。
〇 １～５月の安管選任事業所の事故実態は

発 生 件 数 １１０件 前年比 －１７件

死 者 数 １人 前年比 ＋１人

負 傷 者 数 １２６人 前年比 －２２人

・ 発生件数、負傷者数ともに減少したものの、死者数は増加した。
・ 業務中に発生した事故件数が７３件と全事故件数の６６．４％を占める。
・ 業種別発生件数ではサービス業、建設業、官公所、卸・小売業の発生率が高い。
・ 運転経験年数では１０年以上の経験者の事故が８３件と最も多く発生。
・ 年代別では、

４５ ～ ４９歳 １９件 １７．３％
若年層（～24歳） １６件 １４．５％
高齢者（65歳～） １５件 １３．６％
４０ ～ ４４歳 １４件 １２．７％

〇 主な事故原因は

前方動静不注視 ２５件 全体比 ２２．７％

ﾊﾝﾄﾞﾙ操作不適 １６件 全体比 １４．５％

一 時 不 停 止 １０件 全体比 ９．１％

～ 死者数は減少するも発生件数・負傷者数とも増加！ ～
発 生 件 数 ４３件 前年比 －３件

死 者 数 ０人 前年比 ±０人

負 傷 者 数 ５０人 前年比 －４人

・ 死者数は０人で前年に続き発生がなく、発生件数、負傷者数ともに減少した。
・ 県内地区別では秋田中央地区の発生件数が４３件と全体の３９．１％を占める。

※ 事業主、安管者の皆様には、各種運動への積極的な取組み、交通ルールの実践
・交通マナー遵守など、事故防止のための指導・注意喚起をお願いします‼

〇 ８月は飲酒運転追放県民運動強調期間です。
また、新たな安管業務の酒気帯び確認は、10月から検知器を使用し

て実施することになります。
〇 協会では、

アルコールチェッカー ＴＡＮＩＴＡ製 ＨＣ－３１０
を20個準備しましたので、抽選により会員事業所へプレゼントします。
〇 ご希望の事業所は、７月末まで、・安管番号・事業所名・所在地・
安管者名・電話番号を明記して協会へＦＡＸ838-1103してください。

〇 ８月に抽選のうえ当選した事業所へお届けします。

高齢者事故防止は あなたの思いやり運転から！視野を広く保ち、横断する高齢者に注意しましょう！

安管選任事業所の事故実態

秋田中央地区の安管選任事業所の事故実態は？

アルコールチェッカーの抽選によるプレゼント



令和４年 春の全国交通安全運動トピックス

シートベルト着用促進
モデル事業所の委嘱

歩行者ファースト推進

○ 期間中の４月６日、秋田中央警察署において、令和４年度シートベルト着用促進・歩行者ファースト推進モ
デル事業所委嘱式を開催し、10事業所にモデル事業所を委嘱しました。

○ 各事業所の代表者に対し、三浦署長から委嘱書、佐野事業主会長からのぼり旗、八栁安管会長からタペ
ストリーが交付され、東北森林管理局の神戸敦さんから同運動の推進に向けた力強い決意表明がありまし
た。

東北森林管理局
佐野会長からのぼり旗交付 八栁会長からタペストリー交付

神戸敦氏による決意表明

〇 秋田地区事業主交通安全推進協会・秋田中央地
○ 株 式 会 社 三 田 商 店 秋 田 支 店 区安全運転管理者協会から秋田中央警察署安全・
○ 東 北 森 林 管 理 局 安心アドバイザーに反射材480個を贈呈しました。
○ 株 式 会 社 東 北 安 全 ガ ラ ス ○ 期間中の４月６日、秋田中央警察署において、佐
○ ネ ッ ツ ト ヨ タ 秋 田 株 式 会 社 野事業主会長から同署アドバイザーに反射材を贈
○ 農 林 中 央 金 庫 秋 田 支 店 呈しました。
○ 株 式 会 社 サ ン ワ ○ アドバイザーの皆さ
○ エヌエス環境株式会社秋田支店 んは管内の高齢者宅
○ 秋 田 南 自 動 車 学 校 を訪問し反射材を配布
○ 佐 藤 工 業 株 式 会 社 して交通事故や特殊
○ 北 光 金 属 工 業 株 式 会 社 詐欺被害に遭わない
※ 来年３月31日までの委嘱になります。 ように呼び掛けます。

○ ４月７日早朝、臨海十字路交差点において、秋田中央警察署の指導の下
会員事業所３社の新入社員15人の皆さんが参加して街頭交通安全キャン
ペーンを実施しました。

○ 交差点に「秋田の道路は歩行者ファースト」の横断幕を掲げ通行車両等
に対し「広報用ポケットティッシュ」、「反射材」、等を配布して同運動の周知
を図り、若手社員の交通安全意識、社会貢献意欲の向上に努めました。

○ ４月20日、旧空港滑走路及び県警免許セ
ンターにおいて、交通機動隊員、秋田中央警
察署員、ＪＡＦ職員の指導の下、新入社員交
通事故防止講習会を開催し12事業所38人の
皆さんが受講しました。

～ 飲酒運転、免許一発取消 失う仕事と信用 ！ ～

反射材の贈呈令和４年度運動推進モデル事業所紹介

新入社員による早朝街頭交通安全キャンペーン

新入社員交通事故防止講習会



○ 協会では、秋田地区事業主交通安全推進協会
及び秋田中央警察署の協賛を得て管内の12幼稚
園にひまわりの種、プランター、培養土を寄贈し、
交通事故防止を呼び掛けました。

○ 要望をいただいた事業所には秋田中央警察署
交通課員が交通安全教室を行いました。 あきた
交通安全大使相場詩織さんも来てくれました。

～ 安全運転管理者等法定講習の開始 ～
６月28日（火）から３日間、秋田市にぎわい交流館ＡＵ３階ホールにおいて、第１期の

秋田中央地区安全運転管理者等法定講習が実施されました。
協会役員は受付・案内業務等に協力しております。
第２期は、10月31日（月）から11月２日（水）までの３日間、同会場で行われます。

今年も参加をよろしくお願いします

○ 運動の目的
職場における交通事故防止対策の一つとして、社員が「交通安全は

職場の連携から！」を合い言葉にチームの連帯感を持って正しい交通
ルールとマナーを実践することにより、悲惨な交通事故の絶無を期す
ることを目的とした運動です。

○ 申込受付期間
令和４年７月１日（金）から７月27日（水）まで

○ 運動の内容
事業所の方が１チーム５人１組で８月１日（月）から11月８日（火）まで

100日間の無事故・無違反を目指します。（参加チーム数に制限なし）
○ 参加費

１チーム5,000円（１人あたり1,000円）。
ＳＤカード取得費１人670円と賞状・賞品代等に充当します。

○ 受付と参加記念品のお渡し
参加申込書は本書に同封のほか県安管協会ホームページに掲載し

てあります。
受付は秋田卸センター会館内の当協会事務所で行います。
受付の際に参加記念品をお渡しします。

〇 事務所は不在の時もありますので事前連絡をお願いします。

～ 女性・シニア職員等対象交通事故防止講習会 ～

７月28日（木）午後、旧空港跡地において、体験型実技講習の他、秋田県自動車
ディーラー協会のご協力を得てサポカー乗車体験等を行います。
受講申込みについては、通知文書を発出するほか、県協会ホームページに掲載

を依頼しますので確認をお願いします。

チャリティーゴルフコンペ 各種資器材の提供について
令和４年のチャリティゴルフコンペは 秋田中央地区安管協会では
・ ９月30日（金）第１組９：38スタート ・ 交通安全教育ＤＶＤの無料貸出し
・ 秋田カントリー倶楽部 鳥海山～ ・ 交通安全のぼり旗の無償提供

を予定しています。 を行っています。
お誘い合わせてご参加ください。 事務局までご連絡ください。

～ ゆとりある 心と車間の ディスタンス ・ まあだだよ ベルトみんなが しめるまで ～

～ ひまわりプロジェクトの推進 ～

ＳＤ１００日運動（8/1～11/8）の開催

会員事業所（幼稚園等）に対するひまわりの種等の贈呈


